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令和 3年１月７日発行（通巻第29号） 

日頃は当会の活動にご理解を賜りありがとうございます。本年もご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

さて、令和3年度評価替えに向けた土地評価事務取扱要領の見直しもひと段落された頃かと思います。 

固定資産の評価は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続について定めた評価基準により

行うことが規定されています。（地方税法388条 1項）  また、市町村長は、固定資産の評価及び価格の決

定を行うに当たっては評価基準によらなければならないとされています。（地方税法403条 1項）

本号では、土地評価事務取扱要領の作成（改訂）の意義、「適正な時価」に関する最高裁判決、土地評価

事務取扱要領作成（改訂）のポイント及び具体的な見直しのポイントをお話ししていきます。 

令和３年度評価替え 土地評価事務取扱要領作成（改訂）のポイント 

１．土地評価事務取扱要領の作成（改訂）の意義 

土地評価事務取扱要領は、原則として 3 年に

１度の評価替えのタイミングに合わせて作成・改

訂をします。固定資産の評価は、固定資産の評価

の基準並びに評価の実施の方法及び手続につい

て定めた評価基準により行うこととされていま

す。（地方税法388条第 1項）

また、市町村長が固定資産の評価及び価格の決

定を行うにあたっては、評価基準によらなければ

ならないとされています。（地方税法403条第1

項）

評価基準は全国一律の基準であり、各市町村で

作成する土地評価事務取扱要領は、それぞれの自

治体の地域性、個別性を反映させて評価基準の規

定を細区分・精緻化して「適正な時価」を求めよ

うとするものです。 

2．「適正な時価」に関する最高裁判決 

① 最高裁判決（平成15年 6月 26日判決（平成

10年行ヒ）第41号） 茅沼事件 

適正な時価とは、賦課期日における客観的な交

換価値であり、それを上回る評価は、その上回っ

た部分について賦課期日における適正な時価を

超える違法があることを示した判例。 

② 最高裁判決（平成25年 7月 12日判決（平成

24年（行ヒ）第79 号）） 府中事件 

＜登録価格の決定が違法となる場合＞ 

■ 登録価格＞評価基準に基づく価格の場合 

■ 評価基準の一般的合理性が当てはまらない場合 

その土地の評価方法が、適正な時価を算定す

る方法として一般的な合理性を有するもので

はなく、又はその評価方法によっては適正な時

価を適切に算定することができない特別な事

情が存するとき 

■ 登録価格＞客観的交換価値の場合 

登録価格が賦課期日における当該土地の客

観的な交換価値としての適正な時価を上回る

場合 

３．土地評価事務取扱要領作成（改訂）のポイント 

土地評価事務取扱要領を作成（改訂）する場合

は、「適正な時価」を算定するために一般的な合

理性のある評価方法となっているかどうかを検

討する必要があります。 
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＜ポイント＞ 

（1）記載内容の一般的な合理性の有無の確認 

土地評価事務取扱要領の内容が一般的な合理

性を有しているかどうかを確認しておく必要が

あります。 

例えば、所要の補正を規定した当時では適当で

あったものが、時間の経過とともにその補正率が

適当でないものに変わっている場合（取引事例価

格の変動）があります。 

そこで、補正率について一般的な合理性がある

かどうか、専門家である不動産鑑定士に意見書を

依頼してその裏付けをとっておくことが望まし

いと思います。 

（２）記載内容の課題・不足部分の確認

次に土地評価事務取扱要領についての課題・不

足部分の確認です。特に納税者から指摘のあった

評価内容については、評価方法について一般的な

合理性があるものかどうかを確認する必要があ

ります。 

もし、その評価方法に合理性がない場合は、次

回評価替えまでに専門コンサルタントの意見等

を聴きながら見直しをするべきかと思います。 

（３）法改正等の内容確認 

前回の土地評価事務取扱取扱要領の作成時か

ら法改正のあった内容について確認して見直す

必要があります。 

令和３年度評価替えに向けて改正された内容

をいくつか例示しますと、下記のとおりです。 

1） 都市計画法の改正により田園住居地域が創

設され、評価基準に「田園住居地域内市街化区

域農地」の評価方法が記載されました。 

2） 平成 29 年度に勧告遊休農地が新設されて

います。 

農政課等と連絡体制を確立して、固定資産評

価に反映できているかどうか確認しましょう。 

3） 画地計算法附表１「奥行価格補正率」が改

正されます。 

土地評価事務取扱要領の補正率の修正とと

もに、例示として記載されている画地計算の内

容も見直しをしましょう。 

4） 農地法の改正により高度化施設用地につい

て、平成30年 11月 20日付け総税評第38

号「農作物栽培高度化施設の用に供する土地の

評価について（通知）」が示されています。 

農政課等と連絡体制を確立するとともに、農

作物栽培高度化施設の対象となるのは、農業委

員会への届出時点において農地となっている

ものに限られることに留意しましょう。 

そのため、改正法施行前に設置された農業用

ハウス等の施設については、農作物栽培高度化

施設の対象とならず、農地評価にはならないこ

とに留意が必要です。 

４．具体的な見直しのポイント 

① 市街化区域と市街化調整区域に跨る土地の評価

方法 

→ 市街化区域と市街化調整区域に跨る画地の

画地認定及びその評価方法は規定されていま

すか？ 

評価額の低い市街化調整区域が納税者有利

ということで全体を評価していませんか？ 

それぞれの区域の価値が適切に反映される

評価を規定しておく必要があります。 

② 市町村を跨る画地の評価方法 

→ 市町村を跨る画地を市町村の境界で分けて

評価している場合、隣接市町村にある画地の評

価額とのバランスはとれていますか？ 

特に、大規模画地評価の場合は問題になりや

すいので再点検してみて下さい。 

③ 市街化編入された場合の固定資産税の評価 

→ 据置年度に市街化編入された場合の土地の

評価方法を規定しておく必要があります。 

行政的条件の変更は、土地に内在する要因で

はないため次回の評価替えまで固定資産税評

価を変更する必要がありませんが、都市計画税

は編入された次年度より課税となりますので

要注意です。 

また、据置年度に一般農地から市街化区域農

地に変更となった場合の評価方法も規定して
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おきましょう。 

④ 公図になく土地全件データのみにある土地の評価 

→ 公図になく土地全件データのみにある土地

については、現地の状況を確認することができ

なく、地目認定することもできないことから当

該土地について課税することができませんが、

課税となっている土地はありませんか？ 

土地全件データと地番図データの突合を行

い、このような土地が存在するかどうかチェッ

クしておきましょう。 

⑤ 公道と私道の評価方法 

→ 路線の付設されている道路がすべて公道と

して評価されていないでしょうか？ 

国・都道府県道・市町村道の認定がされてい

るかどうかを確認して、公道と私道では道路の

管理に差があるため、それに接面する土地の評

点格差を設けるべきです。 

また、公道と私道を１本の路線で評価してい

ないでしょうか？ 

路線区分図と市町村道認定図等と突合して

分類・整理しておくと良いでしょう。 

⑥ 側方・二方路線の採用ルール 

→ 側方・二方路線について、狭い幅員のものや

出入りができないものまで加算していません

か？ 

納税者からの評価の問い合わせが比較的多

いので検討しておく必要があります。 

⑦ 地区計画のある地域の評価方法 

→ 地区計画のある地域は、建蔽率や容積率等が

制限されており指定建蔽率等より厳しいもの

となっている場合があります。 

地区計画の制限が適切に評価に反映されて

いない場合、それは「適正な時価」の評価とな

っていない恐れがありますので要注意です。 

⑧ 所要の補正のメンテナンス 

→ 所要の補正について、所要の補正を規定した

当初に調査したままとなっていませんか？ 

例えば、『水路補正の場合、開渠（水路に蓋

がない状態）から暗渠（水路に蓋がされた状態）

に変わっており、本来、水路補正を外すべきも

のがそのままになっている』など、評価替えご

とに補正等が正しく適用されているかチェッ

クしておきましょう。 

５．まとめ 

土地評価事務取扱要領を作成（改訂）するとい

うことは、現在の固定資産の評価状態が適正かど

うかを点検し直すということを意味しています。 

なお、点検の結果、その評価方法が不適当であ

れば、その固定資産は「適正な時価」で評価され

ていない可能性があり、審査申出、審査請求又は

裁判となった場合に自治体側の評価に瑕疵があ

るという指摘がされる恐れがあります。 

そこで、現在の土地評価事務取扱要領が「適正

な時価」を算定する上で問題がないかどうか、不

動産鑑定士や専門コンサルタント等に相談をし

てみてはいかがでしょうか。 

その上で、土地評価事務取扱要領に規定されて

いる所要の補正の補正率やその内容が社会通念

上、合理的な評価となっているかどうか裏付けも

整備しておく必要があります。 

それが、最終的には固定資産評価の目指す「適

正な時価」につながることになりますので、最終

的な評価額の登録前に不備がないかチェックし

ておきましょう。 

【参照資料】 

固定資産税土地評価の実務のポイント（ぎょうせい） 
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